
社団法人投資信託協会の一般社団法人への移行による名称変更に伴う 

受託契約準則等の一部改正について 

 

 

目   次 

 

 （ページ） 

受託契約準則 １ 

ベンチャーファンドに関する有価証券上場規程の特例 ２ 

ＥＴＦに関する有価証券上場規程の特例 ４ 

不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程等の特例 ６ 

先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則 ８ 

取引所外国為替証拠金取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則 ９ 

信認金代用有価証券に関する規則 10 

発行日取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規則 12 

業務方法書の取扱い 14 

 

 



- 1 - 

受託契約準則の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

  

（信用取引に係る委託保証金の有価証券による代

用） 

（信用取引に係る委託保証金の有価証券による代

用） 

第40条 （略） 第40条 （略） 

２ 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるもの

とし，その差入れの際における代用価格はその前日

における時価（次項各号に掲げる有価証券について

は，当該各号に定める時価をいう。第45条第２項に

おいて同じ。）に当該各号に掲げる率を乗じて得た

額を超えない額とする。 

２ 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるもの

とし，その差入れの際における代用価格はその前日

における時価（次項各号に掲げる有価証券について

は，当該各号に定める時価をいう。第45条第２項に

おいて同じ。）に当該各号に掲げる率を乗じて得た

額を超えない額とする。 

(1)～(11) （略） (1)～(11) （略） 

(12) 投資信託受益証券及び投資証券（国内の金融

商品取引所に上場されているもの及び一般社団

法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの

に限る。） 

(12) 投資信託受益証券及び投資証券（国内の金融

商品取引所に上場されているもの及び社団法人

投資信託協会が前日の時価を発表するものに限

る。） 

公社債投資信託の受益証券       100分の85 

その他のもの                   100分の80 

公社債投資信託の受益証券       100分の85 

その他のもの                    100分の80 

３ 有価証券の時価は，次の各号に掲げる有価証券

の区分に従い，当該各号に定めるところによる。 

３ 有価証券の時価は，次の各号に掲げる有価証券

の区分に従い，当該各号に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前項第12号に規定する投資信託受益証券及び

投資証券のうち一般社団法人投資信託協会が前

日の時価を発表するもの 

一般社団法人投資信託協会が発表する時価 

(2) 前項第12号に規定する投資信託受益証券及び

投資証券のうち社団法人投資信託協会が前日の

時価を発表するもの 

社団法人投資信託協会が発表する時価 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

  

  

付 則 

この準則は，平成25年１月４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

ベンチャーファンドに関する有価証券上場規程の特例の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

  

（上場審査基準） （上場審査基準） 

第５条 次条に規定する投資証券の上場審査は次の

各号に適合する投資証券を対象として行うものと

する。 

第５条 次条に規定する投資証券の上場審査は次の

各号に適合する投資証券を対象として行うものと

する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 資産運用会社等の適格性 

新規上場申請者である資産運用会社等が次の

ａ又はｂに適合すること。 

(2) 資産運用会社等の適格性 

新規上場申請者である資産運用会社等が次の

ａ又はｂに適合すること。 

ａ  新規上場申請者である資産運用会社が一般

社団法人投資信託協会の会員であること。 

ａ  新規上場申請者である資産運用会社が社団

法人投資信託協会の会員であること。 

ｂ （略） ｂ （略） 

(3)～(10) （略） (3)～(10) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場投資法人が行う適時開示等） （上場投資法人が行う適時開示等） 

第10条 上場投資法人又は上場投資法人の資産の運

用に係る業務の委託を受けた資産運用会社等に関

する情報の適時開示については，次の各号に定める

ところによる。 

第10条 上場投資法人又は上場投資法人の資産の運

用に係る業務の委託を受けた資産運用会社等に関

する情報の適時開示については，次の各号に定める

ところによる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 上場投資法人が資産の運用に係る業務を委託

する資産運用会社等が次に掲げる事項を行うこ

とについての決定を行った場合（当該決定に係

る事項を行わないことを決定した場合を含み，

本所が定める基準に該当するものその他の投資

者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと本所

が認めるものを除く。）は，本所が定めるとこ

ろにより，直ちに開示するものとする。 

(3) 上場投資法人が資産の運用に係る業務を委託

する資産運用会社等が次に掲げる事項を行うこ

とについての決定を行った場合（当該決定に係

る事項を行わないことを決定した場合を含み，

本所が定める基準に該当するものその他の投資

者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと本所

が認めるものを除く。）は，本所が定めるとこ

ろにより，直ちに開示するものとする。 

ａ～ｈ （略） ａ～ｈ （略） 

ｉ 一般社団法人投資信託協会又は一般社団法

人日本投資顧問業協会からの脱退 

ｉ 社団法人投資信託協会又は一般社団法人日

本投資顧問業協会からの脱退 

ｊ （略） ｊ （略） 

(4) （略） (4) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 
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第13条  （略） 第13条  （略） 

２ 上場投資法人が資産の運用に係る業務を委託す

る資産運用会社等が次の各号に該当する場合には，

上場投資証券の上場を廃止するものとする。ただ

し，当該資産運用会社等が行っていた業務が他の資

産運用会社等に引き継がれ，かつ，当該他の資産運

用会社等が投資証券上場契約書を提出する場合は，

この限りでない。 

２ 上場投資法人が資産の運用に係る業務を委託す

る資産運用会社等が次の各号に該当する場合には，

上場投資証券の上場を廃止するものとする。ただ

し，当該資産運用会社等が行っていた業務が他の資

産運用会社等に引き継がれ，かつ，当該他の資産運

用会社等が投資証券上場契約書を提出する場合は，

この限りでない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 一般社団法人投資信託協会又は一般社団法人

日本投資顧問業協会の会員でなくなった場合 

(3) 社団法人投資信託協会又は一般社団法人日本

投資顧問業協会の会員でなくなった場合 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

  

付 則 

この特例は，平成25年１月４日から施行する。 
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ＥＴＦに関する有価証券上場規程の特例の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

  

（上場審査基準） （上場審査基準） 

第４条 内国ＥＴＦの上場審査については，次の各

号（公社債投資信託（投資信託及び投資法人に関す

る法律施行規則（平成12年総理府令第129号。以下

「投資信託法施行規則」という。）第13条第２号イ

に規定する公社債投資信託をいう。以下同じ。）以

外の証券投資信託（投資信託法施行令第12条各号に

掲げる投資信託又は本所が規則により定める投資

信託に該当するものを除く。次項第１号を除き，以

下同じ。）の受益証券に該当する上場申請銘柄にあ

っては第３号ｂ及び第７号を除き，投資信託法施行

令第12条第１号又は第２号に掲げる投資信託の受

益証券に該当する上場申請銘柄にあっては第３号

ｈ及び第６号の２を除く。）に掲げる基準によるも

のとする。 

第４条 内国ＥＴＦの上場審査については，次の各

号（公社債投資信託（投資信託及び投資法人に関す

る法律施行規則（平成12年総理府令第129号。以下

「投資信託法施行規則」という。）第13条第２号イ

に規定する公社債投資信託をいう。以下同じ。）以

外の証券投資信託（投資信託法施行令第12条各号に

掲げる投資信託又は本所が規則により定める投資

信託に該当するものを除く。次項第１号を除き，以

下同じ。）の受益証券に該当する上場申請銘柄にあ

っては第３号ｂ及び第７号を除き，投資信託法施行

令第12条第１号又は第２号に掲げる投資信託の受

益証券に該当する上場申請銘柄にあっては第３号

ｈ及び第６号の２を除く。）に掲げる基準によるも

のとする。 

(1) 新規上場申請者である管理会社等が，一般社団

法人投資信託協会の会員であること。 

(1) 新規上場申請者である管理会社等が，社団法人

投資信託協会の会員であること。 

(2)～(13) （略） (2)～(13) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 内国商品現物型ＥＴＦの上場審査については，

次の各号に掲げる基準によるものとする。 

４ 内国商品現物型ＥＴＦの上場審査については，

次の各号に掲げる基準によるものとする。 

(1) 第１項第１号，第４号，第５号，第７号，第８

号，第９号（管理会社が信託受託者である場合

を除く。），第11号及び第13号に適合している

こと。この場合において，同項第１号中「管理

会社が一般社団法人投資信託協会の会員である

こと」とあるのは「管理会社が一般社団法人投

資信託協会の会員であること（管理会社が登録

金融機関である場合を除く。）」と，同項第５

号及び第７号中「投資信託財産」とあるのは「信

託財産」と，それぞれ読み替えるものとする。 

(1) 第１項第１号，第４号，第５号，第７号，第８

号，第９号（管理会社が信託受託者である場合

を除く。），第11号及び第13号に適合している

こと。この場合において，同項第１号中「管理

会社が社団法人投資信託協会の会員であるこ

と」とあるのは「管理会社が社団法人投資信託

協会の会員であること（管理会社が登録金融機

関である場合を除く。）」と，同項第５号及び

第７号中「投資信託財産」とあるのは「信託財

産」と，それぞれ読み替えるものとする。 

(2)～(9) （略） (2)～(9) （略） 

５・６ （略） ５・６ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第10条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商品現物型Ｅ 第10条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商品現物型Ｅ
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ＴＦは，次の各号のいずれかに該当する場合には，

その上場を廃止する。 

ＴＦは，次の各号のいずれかに該当する場合には，

その上場を廃止する。 

(1) 上場ＥＴＦに係る管理会社等が次のａからｄ

までのいずれかに該当する場合。ただし，当該

管理会社等が行っていた業務が他の管理会社等

に引き継がれ，かつ，当該他の管理会社等がＥ

ＴＦ上場契約書及び第４条第１項第９号に規定

する事項について確約した書面を提出する場合

は，この限りでない。 

(1) 上場ＥＴＦに係る管理会社等が次のａからｄ

までのいずれかに該当する場合。ただし，当該

管理会社等が行っていた業務が他の管理会社等

に引き継がれ，かつ，当該他の管理会社等がＥ

ＴＦ上場契約書及び第４条第１項第９号に規定

する事項について確約した書面を提出する場合

は，この限りでない。 

ａ～ｃの３ （略） ａ～ｃの３ （略） 

ｄ 一般社団法人投資信託協会の会員でなくな

った場合（管理会社が登録金融機関である場

合を除く。） 

ｄ 社団法人投資信託協会の会員でなくなった

場合（管理会社が登録金融機関である場合を

除く。） 

(2)～(3) （略）  (2)～(3) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  

付 則 

この特例は，平成25年１月４日から施行する。 
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不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程等の特例の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

  

（上場審査基準） （上場審査基準） 

第４条 不動産投資信託証券の上場審査について

は，次の各号に掲げる基準によるものとする。 

第４条 不動産投資信託証券の上場審査について

は，次の各号に掲げる基準によるものとする。 

(1) 次のａからｃまでに掲げる上場申請銘柄の区

分に従い，当該ａからｃまでに定める者が一般

社団法人投資信託協会の会員であること。 

(1) 次のａからｃまでに掲げる上場申請銘柄の区

分に従い，当該ａからｃまでに定める者が社団

法人投資信託協会の会員であること。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（不動産投資信託証券の上場廃止基準） （不動産投資信託証券の上場廃止基準） 

第12条 上場不動産投資信託証券の発行者等に係る

上場廃止の基準については，次の各号に掲げる上場

不動産投資信託証券の区分に従い，当該各号に定め

るところによる。 

第12条 上場不動産投資信託証券の発行者等に係る

上場廃止の基準については，次の各号に掲げる上場

不動産投資信託証券の区分に従い，当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 委託者指図型投資信託の受益証券 (1) 委託者指図型投資信託の受益証券 

ａ  上場受益証券に係る投資信託の委託者であ

る投資信託委託会社が次のいずれかに該当す

る場合は，当該上場受益証券の上場を廃止す

る。ただし，当該上場受益証券に係る投資信

託の委託者である投資信託委託会社が行って

いた業務が他の投資信託委託会社に引き継が

れ，かつ，当該他の投資信託委託会社が不動

産投資信託証券上場契約書並びに第３条の２

第２項に規定する取引所規則の遵守に関する

確認書を提出するほか，当該上場受益証券が

第４条第１項第３号に適合する場合は，この

限りでない。 

ａ 上場受益証券に係る投資信託の委託者であ

る投資信託委託会社が次のいずれかに該当す

る場合は，当該上場受益証券の上場を廃止す

る。ただし，当該上場受益証券に係る投資信

託の委託者である投資信託委託会社が行って

いた業務が他の投資信託委託会社に引き継が

れ，かつ，当該他の投資信託委託会社が不動

産投資信託証券上場契約書並びに第３条の２

第２項に規定する取引所規則の遵守に関する

確認書を提出するほか，当該上場受益証券が

第４条第１項第３号に適合する場合は，この

限りでない。 

(a)・(b) （略） (a)・(b) （略） 

(c) 一般社団法人投資信託協会の会員でなく

なった場合 

(c) 社団法人投資信託協会の会員でなくなっ

た場合 

(d) （略） (d) （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 

(2) 委託者非指図型投資信託の受益証券 (2) 委託者非指図型投資信託の受益証券 

上場受益証券に係る投資信託の受託者である

信託会社等が次のいずれかに該当する場合は，

上場受益証券に係る投資信託の受託者である

信託会社等が次のいずれかに該当する場合は，
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当該上場受益証券の上場を廃止する。ただし，

当該上場受益証券に係る投資信託の受託者であ

る信託会社等が行っていた業務が他の信託会社

等に引き継がれ，かつ，当該他の信託会社等が

不動産投資信託証券上場契約書並びに第３条の

２第２項に規定する取引所規則の遵守に関する

確認書を提出するほか，当該上場受益証券が第

４条第１項第３号に適合する場合は，この限り

でない。 

当該上場受益証券の上場を廃止する。ただし，

当該上場受益証券に係る投資信託の受託者であ

る信託会社等が行っていた業務が他の信託会社

等に引き継がれ，かつ，当該他の信託会社等が

不動産投資信託証券上場契約書並びに第３条の

２第２項に規定する取引所規則の遵守に関する

確認書を提出するほか，当該上場受益証券が第

４条第１項第３号に適合する場合は，この限り

でない。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 一般社団法人投資信託協会の会員でなくな

った場合 

ｂ 社団法人投資信託協会の会員でなくなった

場合 

ｃ （略） ｃ （略） 

(3) 投資証券 

ａ （略） 

ｂ 上場投資証券の発行者である投資法人の資

産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用

会社が次のいずれかに該当する場合は，当該

上場投資証券の上場を廃止する。ただし，当

該資産の運用に係る業務の委託を受けた資産

運用会社が行っていた業務が他の資産運用会

社に引き継がれ，かつ，当該他の資産運用会

社が不動産投資信託証券上場契約書並びに第

３条の２第２項に規定する取引所規則の遵守

に関する確認書を提出するほか，当該上場投

資証券が第４条第１項第３号に適合する場合

はこの限りでない。 

(a)・(b) （略） 

(c) 一般社団法人投資信託協会の会員でなく

なった場合 

(d)・(e) （略） 

(3) 投資証券 

ａ （略） 

ｂ 上場投資証券の発行者である投資法人の資

産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用

会社が次のいずれかに該当する場合は，当該

上場投資証券の上場を廃止する。ただし，当

該資産の運用に係る業務の委託を受けた資産

運用会社が行っていた業務が他の資産運用会

社に引き継がれ，かつ，当該他の資産運用会

社が不動産投資信託証券上場契約書並びに第

３条の２第２項に規定する取引所規則の遵守

に関する確認書を提出するほか，当該上場投

資証券が第４条第１項第３号に適合する場合

はこの限りでない。 

(a)・(b) （略） 

(c) 社団法人投資信託協会の会員でなくなっ

た場合 

(d)・(e) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

  

付 則 

この特例は，平成25年１月４日から施行する。 
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先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

  

別 表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表 

別 表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表 

１ （略） １ （略） 

２ 前項の有価証券の種類，時価及び本所の定める

率は以下のとおりとする。 

２ 前項の有価証券の種類，時価及び本所の定める

率は以下のとおりとする。 

有価証券の種類 時価 
時価に乗ず

べき率 

（略） 

公社債投資信

託の受益証券 

一般社団

法人投資

信託協会

が前日の

時価を発

表するも

の 

当該時価 100分の85 

（略） 

投資信託の受

益証券（公社債

投資信託の受

益証券を除

く。） 

 
投資証券 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

100分の70 一般社団

法人投資

信託協会

が前日の

時価を発

表するも

の 

当該時価 

 

有価証券の種類 時価 
時価に乗ず

べき率 

（略） 

公社債投資信

託の受益証券 

社団法人

投資信託

協会が前

日の時価

を発表す

るもの 

 

当該時価 100分の85 

（略） 

投資信託の受

益証券（公社債

投資信託の受

益証券を除

く。） 

 
投資証券 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

100分の70 社団法人

投資信託

協会が前

日の時価

を発表す

るもの 

 

当該時価 

 

（注）１～６ （略） （注）１～６ （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

  

付 則 

この規則は，平成25年１月４日から施行する。 
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取引所外国為替証拠金取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則 

の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

  

別 表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表 

別 表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表 

１ （略） １ （略） 

２ 前項の有価証券の種類，時価及び本所の定める

率は以下のとおりとする。 

２ 前項の有価証券の種類，時価及び本所の定める

率は以下のとおりとする。 

有価証券の種類 時価 
時価に乗ず

べき率 

（略） 

公社債投資信

託の受益証券 

一般社団

法人投資

信託協会

が前日の

時価を発

表するも

の 

当該時価 100分の85 

（略） 

投資信託の受

益証券（公社債

投資信託の受

益証券を除

く。） 

 

投資証券 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

100分の70 一般社団

法人投資

信託協会

が前日の

時価を発

表するも

の 

当該時価 

 

有価証券の種類 時価 
時価に乗ず

べき率 

（略） 

公社債投資信

託の受益証券 

社団法人

投資信託

協会が前

日の時価

を発表す

るもの 

 

当該時価 100分の85 

（略） 

投資信託の受

益証券（公社債

投資信託の受

益証券を除

く。） 

 

投資証券 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

100分の70 社団法人

投資信託

協会が前

日の時価

を発表す

るもの 

 

当該時価 

 

（注）１～６ （略） （注）１～６ （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

付 則 

この規則は，平成25年１月４日から施行する。 
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信認金代用有価証券に関する規則の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

  

別 表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表 

別 表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表 

１ （略） １ （略） 

２ 前項の有価証券の種類，時価及び本所の定める

率は以下のとおりとする。 

２ 前項の有価証券の種類，時価及び本所の定める

率は以下のとおりとする。 

有価証券の種類 時価 
時価に乗ず

べき率 

（略） 

公社債投資信

託の受益証券 

一般社団

法人投資

信託協会

が前日の

時価を発

表するも

の 

当該時価 100分の85 

株券 

 

優先出資証券

(注７) 

 

外国株預託証

券 

（注８） 

 

外国投資信託

の受益証券 

 

外国投資証券 

 

受益証券発行

信託の受益証

券 

 

外国受益証券

発行信託の受

益証券（注９） 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

100分の70 

投資信託の受

益証券（公社債

投資信託の受

益証券を除

く。） 

 

投資証券 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

一般社団

法人投資

信託協会

が前日の

当該時価 

有価証券の種類 時価 
時価に乗ず

べき率 

（略） 

公社債投資信

託の受益証券 

社団法人

投資信託

協会が前

日の時価

を発表す

るもの 

 

当該時価 100分の85 

株券 

 

優先出資証券

(注７) 

 

外国株預託証

券 

（注８） 

 

外国投資信託

の受益証券 

 

外国投資証券 

 

受益証券発行

信託の受益証

券 

 

外国受益証券

発行信託の受

益証券（注９） 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

100分の70 

投資信託の受

益証券（公社債

投資信託の受

益証券を除

く。） 

 

投資証券 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

投資信託

協会が前

日の時価

を発表す

当該時価 
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時価を発

表するも

の 
 

るもの 

 

 
 

（注）１～９ （略） （注）１～９ （略） 

３～13 （略） ３～13 （略） 

  

  

付 則 

この規則は，平成25年１月４日から施行する。 
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発行日取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規則の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

  

別 表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表 

別 表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表 

１ （略） １ （略） 

２ 前項の有価証券の種類，時価及び本所の定める

率は以下のとおりとする。 

２ 前項の有価証券の種類，時価及び本所の定める

率は以下のとおりとする。 

有価証券の種類 時価 
時価に乗ず

べき率 

（略） 

地方債証券（注

３） 

特殊債券（政府

保証債券を除

く。）（注４） 

 

社債券（新株予

約権付社債券

及び交換社債

券を除く。）

（注３）（注

４） 

 

円貨建外国債

券（金融商品取

引法施行令第

２条の11に定

める債券であ

る円貨債券，転

換社債型新株

予約権付社債

券及び交換社

債券を除く。）

（注３）（注

４） 

日本証券

業協会が

売買参考

統計値を

発表する

もの 

当該売買

参考統計

値のうち

平均値 

100分の85 

売買参考

統計値が

発表され

ていない

もののう

ち国内の

金融商品

取引所に

おいて上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

公社債投資信

託の受益証券 

投資証券

のうち一

般社団法

人投資信

託協会が

前日の時

価を発表

するもの 

当該時価 

（略） 

株券 

 

優先出資証券

国内の金

融商品取

引所に上

金融商品

取引所

（注１）

100分の70 

有価証券の種類 時価 
時価に乗ず

べき率 

（略） 

地方債証券（注

３） 

特殊債券（政府

保証債券を除

く。）（注４） 

 

社債券（新株予

約権付社債券

及び交換社債

券を除く。）

（注３）（注

４） 

 

円貨建外国債

券（金融商品取

引法施行令第

２条の11に定

める債券であ

る円貨債券，転

換社債型新株

予約権付社債

券及び交換社

債券を除く。）

（注３）（注

４） 

日本証券

業協会が

売買参考

統計値を

発表する

もの 

当該売買

参考統計

値のうち

平均値 

100分の85 

売買参考

統計値が

発表され

ていない

もののう

ち国内の

金融商品

取引所に

おいて上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

公社債投資信

託の受益証券 

投資証券

のうち社

団法人投

資信託協

会が前日

の時価を

発表する

もの 

当該時価 

（略） 

株券 

 

優先出資証券

国内の金

融商品取

引所に上

金融商品

取引所

（注１）

100分の70 
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（注７） 場されて

いるもの 

における

最終価格

（注２） 

投資信託の受

益証券（公社債

投資信託の受

益証券を除

く。） 

 

投資証券 

 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

一般社団

法人投資

信託協会

が前日の

時価を発

表するも

の 

当該時価 

 

（注７） 場されて

いるもの 

における

最終価格

（注２） 

投資信託の受

益証券（公社債

投資信託の受

益証券を除

く。） 

 

投資証券 

 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

社団法人

投資信託

協会が前

日の時価

を発表す

るもの 

当該時価 

 

（注）１～７ （略） （注）１～７ （略） 

３～11 （略） ３～11 （略） 

  

  

付 則 

この規則は，平成25年１月４日から施行する。 
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業務方法書の取扱いの一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

  

別 表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表 

別 表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表 

１ 業務方法書第14条第３項及び第４項に定める本

所が適当と認める有価証券の種類並びに本所が定

める時価及び率は以下のとおりとする。 

１ 業務方法書第14条第３項及び第４項に定める本

所が適当と認める有価証券の種類並びに本所が定

める時価及び率は以下のとおりとする。 

有価証券の種類 時価 
時価に乗ず

べき率 

（略） 

公社債投資信

託の受益証券 

一般社団

法人投資

信託協会

が前日の

時価を発

表するも

の 

当該時価 100分の85 

（略） 

投資信託の受

益証券（公社債

投資信託の受

益証券を除

く。） 

 

投資証券 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

100分の70 一般社団

法人投資

信託協会

が前日の

時価を発

表するも

の 

当該時価 

 

有価証券の種類 時価 
時価に乗ず

べき率 

（略） 

公社債投資信

託の受益証券 

社団法人

投資信託

協会が前

日の時価

を発表す

るもの 

 

当該時価 100分の85 

（略） 

投資信託の受

益証券（公社債

投資信託の受

益証券を除

く。） 

 

投資証券 

国内の金

融商品取

引所に上

場されて

いるもの 

金融商品

取引所

（注１）

における

最終価格

（注２） 

100分の70 社団法人

投資信託

協会が前

日の時価

を発表す

るもの 

 

当該時価 

 

（注）１～６ （略） （注）１～６ （略） 

２～11 （略） ２～11 （略） 

  

  

付 則 

この取扱いは，平成25年１月４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


